
JP 5192377 B2 2013.5.8

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダウンリンクチャネル上の報告情報を含む報告信号およびアップリンク制御チャネル用
の不連続制御信号を、前記報告信号と前記不連続制御信号とのタイミング関係を前記報告
信号と前記不連続制御信号との送信のタイミングが少なくとも部分的に互いにオーバーラ
ップするように協調され、前記報告信号の報告送信の頻度が前記ダウンリンクチャネルの
活動に依存するように協調させることによって、スケジューリングするステップと、
　前記報告情報および前記不連続制御信号をネットワーク要素に送信するステップであっ
て、前記報告情報および前記不連続制御信号が別々のチャンネルで送信される、ステップ
と、を含む方法。
【請求項２】
　前記アップリンク制御チャネル用の前記不連続制御信号の前記スケジューリングは、前
記報告信号のタイミングに依存する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記報告情報をスケジューリングするステップは、前記ダウンリンクチャネル上の前記
送信が存在するか否かに少なくとも部分的に基づいて前記ダウンリンクチャネル上の報告
情報を含む報告の周期レートをスケジューリングすることと、
　前記ダウンリンクチャネル上の前記送信が存在する場合にはより高い周期レートを用い
、前記ダウンリンクチャネル上の前記送信が不活発な場合にはより低い周期レートを用い
ることを含むことと、を含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記ネットワーク要素はノードＢであり、前記ネットワーク要素および前記ユーザ機器
はワイヤレス通信として構成される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記報告信号は高速個別物理制御チャネル上に送信される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記報告信号における前記報告情報は、チャネル品質表示報告情報を含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項７】
　前記チャネル品質表示報告情報を含む前記報告信号は、前記ユーザ機器によって前記ネ
ットワーク要素から受信された高速ダウンリンクシェアードチャネル信号に基づいて前記
ユーザ機器によってスケジュールされかつ生成される、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記スケジューリング中に、前記報告信号の報告周期が、ダウンリンク不活性の予め選
択された時間経過後予め選択された値だけ変化し、ダウンリンク活性開始後に、前記報告
周期が、前記報告周期の最小値である初期値に変化する、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記スケジューリング中に、前記報告信号の報告周期が、前記ダウンリンク不活性の予
め選択された時間経過後毎に予め選択された値だけ増大し、前記報告周期が、予め選択さ
れた最大値を超えない、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記スケジューリング中に、前記報告信号の報告周期が、前記ダウンリンク不活性の予
め選択された時間経過後予め選択された最大値に増大する、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記報告情報および前記不連続制御信号を送信する前記ステップは、前記報告信号とア
ップリンク制御チャネル用の前記不連続制御信号とを、前記報告信号と前記不連続制御信
号との送信のタイミングを互いに協調するように、前記不連続制御信号の送信活動に関係
した前記報告信号の報告の周期レートに少なくとも部分的に基づいて、ユーザ機器からネ
ットワーク要素へ送信することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記不連続制御信号の時刻は前記報告信号の時刻と同一である、請求項１に記載の方法
。
【請求項１３】
　前記不連続制御信号のゲーティング周期は、前記報告信号の報告周期の最小値に等しい
、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記不連続制御信号は、前記報告信号のすぐ後のタイムスロットから、または、前記報
告信号の後のあらかじめ選択された数のタイムスロットから除外される、請求項１に記載
の方法。
【請求項１５】
　前記不連続制御信号のゲーティング周期は、前記報告信号の報告周期の最小値に等しい
、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記アップリンク制御チャネルは、少なくともパイロット・ビットを搬送するアップリ
ンク個別物理制御チャネルである、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記不連続制御信号の前記スケジューリングは、アップリンクデータチャネル上に送信
されたデータのタイミングに依存する、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記協調を用いた前記スケジューリングは、前記ネットワーク要素及び前記ユーザ機器



(3) JP 5192377 B2 2013.5.8

10

20

30

40

50

のうちの少なくとも１つによって提供される、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　コンピュータプロセッサによって実行されるコンピュータ・プログラムコードを具体化
するコンピュータ・プログラムであって、前記コンピュータ・プログラムコードが、請求
項１の方法を実行するための命令を含む、コンピュータ・プログラム。
【請求項２０】
　ダウンリンクチャネル上の報告情報を備える報告信号と、アップリンク制御チャネル用
の不連続制御信号と、を前記報告信号と前記不連続制御信号とのタイミング関係を前記報
告信号と前記不連続制御信号との送信のタイミングが少なくとも部分的に互いにオーバー
ラップするように協調され、前記報告信号の報告送信の頻度が前記ダウンリンクチャネル
の活動に依存するように協調させることによって、スケジュールするように構成されたア
ップリンクスケジューリングおよび信号生成モジュールと、
　前記報告情報および前記不連続制御信号をユーザ機器によってネットワーク要素に送信
するように構成された受信器／送信器／処理モジュールであって、前記報告情報および前
記不連続制御信号が別々のチャンネルで送信される、受信器／送信器／処理モジュールと
、を備えるユーザ機器。
【請求項２１】
　前記アップリンクスケジューリングおよび信号生成モジュールは、前記不連続制御信号
および報告信号を少なくとも部分的にオーバラップするように協調させることにより、前
記スケジューリングを提供するように構成された、請求項２０に記載のユーザ機器。
【請求項２２】
　前記協調を用いた前記スケジューリングは、前記ネットワーク要素と、前記アップリン
クスケジューリングおよび信号生成モジュールとのうちの少なくとも１つによって提供さ
れる、請求項２０に記載のユーザ機器。
【請求項２３】
　前記アップリンク制御チャネルは、アップリンク個別物理制御チャネルである、請求項
２０に記載のユーザ機器。
【請求項２４】
　前記不連続制御信号の前記スケジューリングは、アップリンクデータチャネル上に送信
されたデータのタイミングに依存する、請求項２０に記載のユーザ機器。
【請求項２５】
　前記ユーザ機器は、ワイヤレス通信として構成される、請求項２０に記載のユーザ機器
。
【請求項２６】
　前記アップリンク制御チャネル用の前記不連続制御信号の前記スケジューリングは前記
報告信号のタイミングに依存する、請求項２０に記載のユーザ機器。
【請求項２７】
　前記報告情報をスケジューリングするステップは、前記ダウンリンクチャネル上の前記
送信が存在するか否かに少なくとも部分的に基づいて前記ダウンリンクチャネル上の報告
情報を含む報告の周期レートをスケジューリングすることと、
　前記ダウンリンクチャネル上の前記送信が存在する場合にはより高い周期レートを用い
、および、前記ダウンリンクチャネル上の前記送信が不活発な場合にはより低い周期レー
トを用いることと、を含むことと、を含む、請求項２０に記載のユーザ機器。
【請求項２８】
　前記報告信号における前記報告情報は、チャネル品質表示報告情報を含む、請求項２０
に記載のユーザ機器。
【請求項２９】
　前記スケジューリング中に、前記報告信号の報告周期が、ダウンリンク不活性の予め選
択された時間経過後予め選択された値だけ変化し、ダウンリンク活性開始後に、前記報告
周期が、前記報告周期の最小値である初期値に変化する、請求項２０に記載のユーザ機器
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。
【請求項３０】
　前記スケジューリング中に、前記報告信号の報告周期が、ダウンリンク不活性の予め選
択された時間経過後毎に予め選択された値だけ増大し、前記報告周期が、予め選択された
最大値を超えない、請求項２０に記載のユーザ機器。
【請求項３１】
　集積回路が前記アップリンクスケジューリングおよび信号生成モジュールと前記受信器
／送信器／処理モジュールとを備える、請求項２０に記載のユーザ機器。
【請求項３２】
　ダウンリンクチャネル上の報告情報を備える報告信号およびアップリンク制御チャネル
用の不連続制御信号を、前記報告信号と前記不連続制御信号とのタイミング関係を前記報
告信号と前記不連続制御信号との送信のタイミングが少なくとも部分的に互いにオーバー
ラップするように協調され、前記報告信号の報告送信の頻度が前記ダウンリンクチャネル
の活動に依存するように協調させることによって、スケジュールするための、スケジュー
リングと信号生成のための手段と、
　前記報告情報および前記不連続制御信号が別々のチャンネルで送信される、前記報告情
報および不連続制御信号をユーザ機器によってネットワーク要素に送信する受信および送
信手段と、を備えるユーザ機器。
【請求項３３】
　前記信号生成のための手段は、前記スケジューリングを提供するように構成される、請
求項３２に記載のユーザ機器。
【請求項３４】
　ダウンリンクデータ信号を生成するように構成されたスケジューリングおよび信号生成
モジュールと、
　前記ダウンリンクデータ信号をダウンリンクチャネル上でユーザ機器に提供するように
構成された送信器ブロックと、
　ダウンリンクチャネル上の報告情報を含む報告信号およびアップリンク制御チャネル用
の不連続制御信号を、前記報告信号と前記不連続制御信号とのタイミング関係を前記報告
信号と前記不連続制御信号との送信のタイミングが少なくとも部分的に互いにオーバーラ
ップするように協調され、前記報告信号の報告送信の頻度が前記ダウンリンクチャネルの
活動に依存するように協調させることによって、受信するように構成された受信器ブロッ
クと、を備えるネットワーク要素。
【請求項３５】
　前記スケジューリングおよび生成モジュールは、前記不連続制御信号および報告信号を
少なくとも部分的にオーバラップするように協調させることにより、前記スケジューリン
グを提供するように構成された、請求項３４に記載のネットワーク要素。
【請求項３６】
　ダウンリンクデータ信号をダウンリンク・チャネル上で提供するように構成されたネッ
トワーク要素と、
　ダウンリンクチャネル上の報告情報を含む報告信号およびアップリンク制御チャネル用
の不連続制御信号を、前記報告信号と前記不連続制御信号とのタイミング関係を前記報告
信号と前記不連続制御信号との送信のタイミングが少なくとも部分的に互いにオーバーラ
ップするように協調され、前記報告信号の報告送信の頻度が前記ダウンリンクチャネルの
活動に依存するように協調させることによって、スケジュールするように構成されたユー
ザ機器と、を備える通信システム。
【請求項３７】
　前記アップリンク制御チャネル用の前記不連続制御信号の前記スケジューリングは前記
報告信号のタイミングに依存する、請求項３６に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記報告情報および前記不連続制御信号が別々のチャンネルで送信される、請求項３６
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に記載のシステム。
【請求項３９】
　前記報告信号における前記報告情報は、チャネル品質表示報告情報を含む、請求項３６
に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記協調を用いた前記スケジューリングは、前記ネットワーク要素及び前記ユーザ機器
のうちの少なくとも１つによって提供される、請求項３６に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般的には通信たとえば無線通信に関し、特に、アップリンク（ＵＬ：Ｕｐ　
Ｌｉｎｋ）制御チャネルをダウンリンクチャネルに関するＵＬ報告でゲーティングする協
調方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザ機器（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）からネットワークへのアップリン
ク方向においては、高速個別物理制御チャネル（ＨＳ－ＤＰＣＣＨ）の信号も送信できる
。ＨＳ－ＤＰＣＣＨ信号は典型的にはチャネル品質表示（ＣＱＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕ
ａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）報告情報を有する２スロットおよび高速ダウロードパ
ケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）用のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を有する１スロットよりなる。
ＣＱＩ送信は典型的には周期的であり、通常、高速ダウンリンクシェアードチャネル（Ｈ
Ｓ－ＤＳＣＨ）送信活動と独立している。ＣＱＩ報告周期は無線ネットワークコントロー
ラ（ＫＮＣ）によって可能な値０，２，４，８，１０，２０，４０および１６０ｍｓで制
御できる。ＡＣＫ／ＮＡＣＫはＨＳ－ＤＳＣＨ上のパケット送信に対する応答としてのみ
送信できる。
【０００３】
　アップリンク（ＵＬ方向）においては、個別チャネル（ＤＣＨ）およびこれに対応する
個別物理データチャネル（ＤＰＤＣＨ）が構成されていないときに、すべてのデータは高
度個別物理データチャネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）にマッピングされている。Ｅ－ＤＣＨと連
携する制御信号は高度個別物理制御信号は高度個別物理制御チャネル（Ｅ－ＤＰＣＣＨ）
上に送信される。Ｅ－ＤＰＤＣＨおよびＥ－ＤＰＣＣＨは不連続にでき、送信すべきデー
タが存在しかつ送信がネットワークによって許可されているときのみ、送信される。アッ
プリンクにおいては、Ｅ－ＤＰＤＣＨおよびＥ－ＤＰＣＣＨに加えて、ＨＳ－ＤＳＣＨに
対して、連続の個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）および可能ならば連続もしくは不連
続のＨＳ－ＤＳＣＨ個別物理制御チャネル（たとえばアップリンク高速個別物理制御チャ
ネルＨＳ－ＤＰＣＣＨ）が送信される。
【０００４】
　パケットサービスセッションは１つもしくは複数のパケット呼を含む。このパケット呼
はETSI規格、 TR 101 112, UMTS 30.03 「UMTSの無線送信技術の選択についてのセレクシ
ョン手順（Selection procedures for the choice of radio transmission technologies
 of the UMTS）, version 3.2.0.」に記載のアプリケーションに基づく。パケットサービ
スセッションはＮＲＴ（非リアルタイム）無線アクセスベアラ－周期として考慮でき、パ
ケット呼はパケットデータ送信のアクティブ周期として考慮できる。パケット呼の期間中
は、いくつかのパケットが生成されるが、これは、パケット呼はバーストシーケンスを構
成することを意味する。バーストはパケット送信の特徴である。
【０００５】
　セッションセットアップのネットワーク到着はポアソンプロセスとしてモデル化できる
。時間読取はパケット呼の最後のパケットがユーザによって完全に受信されたとき開始し
、ユーザが次のパケット呼を要求したときに終了する。ダウンリンクのＨＳ－ＤＳＣＨ送
信およびアップリンクのＥ－ＤＣＨ送信は読取時間内で不連続である（読取時間の大部分
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において、ＨＳ－ＤＳＣＨ送信もしくはＥ－ＤＣＨ送信はない）。なお、パケット到着間
隔に依存して（とりわけ）、パケット呼の間におけるＥ－ＤＣＨ送信およびＨＳ－ＤＳＣ
Ｈ送信にギャップがあるが、Ｅ－ＤＣＨ送信およびＨＳ－ＤＳＣＨ送信もまたパケット呼
の間は連続である。このように、パケット呼の間にあってはＥ－ＤＣＨにいくらかの不活
動が存在できる。
【０００６】
　Ｅ－ＤＣＨ送信に対しては許可が必要である。つまり、スケジューリングされていない
ＭＡＣ－ｄ（媒体アクセス制御）フローの非スケジューリング許可が流れ、また、スケジ
ュール送信に対してはサービス許可（およびハイブリッド自動繰返要求（ＨＡＲＱ）プロ
セス許可）が流れる。ＭＡＣ－ｄフローの場合、ユーザ機器（ＵＥ）が送信許可されたと
きノードＢが制御し、これにより、ノードＢはユーザ機器（ＵＥ）がデータ送信できるこ
とを知る。非スケジューリングＭＡＣ－ｄフローに対しては、ネットワークは与えられた
ＭＡＣ－ｄフローに対してＭＡＣ－ｅＰＤＵ（プロトコルデータユニット）に含むことが
できる最大ビット数を許可できる。　Ｅ－ＤＣＨ　ＴＴＩ（送信タイミング間隔）が２ｍ
ｓの場合、各非スケジューリング許可はＲＲＣ（無線リソース制御）に指定される特定セ
ットのＨＡＲＱプロセスに適用され、また、ＲＲＣはスケジュール許可が適用される特定
セットのＨＡＲＱプロセスを制限することができる。また、（ネットワークによって定義
される）最小セットを除き、送信に求められる信頼性に必要な電力レベルで必要なビット
数を送信するのに十分な送信電力がＵＥに必要とし、これにより、信頼性を維持するのに
十分な送信電力がない場合にもＴＴＩのＥ－ＤＣＨ上に送信できるビット数を規定する（
このＥ－ＤＣＨに対する最小セットは接続に対してＤＣＨが構成されていない場合のみに
存在する）。
【０００７】
　ＵＬ　ＤＰＣＣＨはレイヤ１（物理層）に生成された制御情報を有する。レイヤ１の制
御情報は、たとえば、コヒーレント検出のチャネル評価、ＤＬ　ＤＰＣＨ（個別物理チャ
ネル）の送信電力制御（ＴＰＣ）、光フィードバック情報（ＦＢＩ）および光トランスポ
ートフォーマットコンビネーション表示（ＴＦＣＩ）をサポートするためのパイロットビ
ットよりなる。典型的には、ＵＬ－ＤＰＣＣＨは（たとえある時間送信すべきデータがな
くとも）連続的に送信され、各無線リンク毎に１つのＵＬ　ＤＰＣＣＨがある。連続的な
送信は連続的に送られる回路スイッチサービスにとって問題ではない。しかしながら、バ
ーストパケットサービスについては、連続的なＤＰＣＣＨ送信は重大なオーバヘッドを招
く。なお、Ｅ－ＤＰＤＣＨ、Ｅ－ＤＰＣＣＨもしくはＨＳ－ＤＰＣＣＨがアップリンクに
おいて送信されていればいつでも、ＤＰＣＣＨ送信は必要である。ＤＰＣＣＨを同時に送
信しなければ、Ｅ－ＤＰＤＣＨ、Ｅ－ＤＰＣＣＨもしくはＨＳ－ＤＰＣＣＨの受信は可能
でない（他のチャネルにチャネル評価のパイロットビットがない）。
【０００８】
　アップリンク容量は制御オーバヘッドを減少させることによって増大できる。制御オー
バヘッドを減少させる１つの可能性はＵＬ　ＤＰＣＣＨゲーティング（もしくは不連続送
信）することであり、すなわち常にはＤＰＣＣＨ上に送信しないことである。
【０００９】
　ゲーティングのための理論的根拠は（これに制限されないが）次のことを含む。
　・ユーザ機器（ＵＥ）の電力節約およびバッテリ長寿命を提供すること。
　・干渉を減少させること。
　・より大容量を提供すること。
【発明の開示】
【００１０】
　本発明の第１の態様によれば、方法は、ダウンリンクチャネル上の報告情報を備える報
告信号およびアップリンク制御チャネル用の不連続制御信号を、報告信号と不連続制御信
号とのタイミング関係を所定基準を用いて協調させることによって、スケジューリングす
ることと、報告情報および不連続制御信号をユーザ機器によってネットワーク要素に送信
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することを備える。
【００１１】
　さらに、本発明の第１の態様によれば、アップリンク制御チャネル用の不連続制御信号
のスケジューリングは所定基準を用いて報告信号のタイミングに依存することができる。
【００１２】
　さらに、本発明の第１の態様によれば、報告信号のタイミングはアップリンク制御チャ
ネル用の不連続制御信号のスケジューリングに依存することができる。
【００１３】
　さらに、本発明の第１の態様によれば、ネットワーク要素はノードＢであり、ネットワ
ーク要素およびユーザ機器はワイヤレス通信として構成してもよい。
【００１４】
　さらに、本発明の第１の態様によれば、報告信号は高速個別物理制御チャネル上に送信
されることができる。
【００１５】
　さらに、本発明の第１の態様によれば、報告信号における報告情報はチャネル品質表示
報告情報を備える。さらに、チャネル品質表示報告情報を備える報告信号は、ユーザ機器
によってネットワーク要素から受信された高速ダウンリンクシェアードチャネル信号に基
づいて、ユーザ機器によってスケジュールされかつ生成されることができる。
【００１６】
　さらに、本発明の第１の態様によれば、スケジューリング中に、報告信号の報告周期が
、ダウンリンク不活性の予め選択された時間後予め選択された値だけ変化し、ダウンリン
ク活性開始後に、報告周期が、報告周期の最小値である初期値に変化することができる。
【００１７】
　さらに、本発明の第１の態様によれば、スケジューリング中に、報告信号の報告周期が
、ダウンリンク不活性の予め選択された時間後毎に予め選択された値だけ増大し、報告周
期は、予め選択された最大値を超えることができない。
【００１８】
　さらに、本発明の第１の態様によれば、スケジューリング中に、報告信号の報告周期が
、ダウンリンク不活性の予め選択された時間後予め選択された最大値に増大することがで
きる。
【００１９】
　さらに、本発明の第１の態様によれば、スケジューリング中に、報告信号の報告周期は
、ランダム化されたアップリンク送信パターンにおける平均、最小もしくは最大の許可Ｃ
ＱＩ周期であることができる。
【００２０】
　さらに、本発明の第１の態様によれば、不連続制御信号の時刻（time instants）は報
告信号の時刻と同一であることができる。
【００２１】
　さらに、本発明の第１の態様によれば、不連続制御信号のゲーティング周期は報告信号
の報告周期の最小値に等しくできる。
【００２２】
　さらに、本発明の第１の態様によれば、不連続制御信号は報告信号に続くタイムスロッ
トもしくは報告信号後の予め選択された数のタイムスロットから排除されることができる
。
【００２３】
　さらに、本発明の第１の態様によれば、不連続制御信号のゲーティング周期は報告信号
の報告周期の最小値に等しくできる。
【００２４】
　さらに、本発明の第１の態様によれば、アップリンク制御チャネルはアップリンク個別
物理制御チャネルとすることができる。
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【００２５】
　さらに、本発明の第１の態様によれば、不連続制御信号のスケジューリングはさらなる
所定基準を用いてアップリンクデータチャネル上に送信されたデータのタイミングに依存
することができる。
【００２６】
　さらに、本発明の第１の態様によれば、上記協調を用いたスケジューリングは、ａ）ネ
ットワーク要素およびｂ）ユーザ機器のうちの少なくとも１つによって提供されることが
できる。
【００２７】
　本発明の第２の態様によれば、コンピュータプロセッサによって実行されるコンピュー
タプログラムコードを具体化するコンピュータ読取可能記憶構造を備えるコンピュータプ
ログラムプロダクトは、コンピュータプログラムコードは本発明の第１の態様を実行する
ための命令を備え、これは前記ユーザ機器もしくはネットワーク要素の部品またはこれら
部品の組合せによって実行される。
【００２８】
　本発明の第３の態様によれば、ユーザ機器は、ダウンリンクチャネルに関する報告情報
を備える報告信号を生成しアップリンク制御チャネル用の不連続制御信号を生成するアッ
プリンクスケジュールおよび信号発生モジュールであって、報告信号および不連続制御信
号を、報告信号を不連続制御信号とのタイミング関係を所定基準を用いて協調させること
によって、報告信号および不連続制御信号のスケジューリングするアップリンクスケジュ
ーリングおよび信号生成モジュールと、報告情報および不連続制御信号をユーザ機器によ
ってネットワーク要素に送信するための受信器／送信器／処理モジュールと、を備える。
【００２９】
　さらに、本発明の第３の態様によれば、アップリンクスケジューリングおよび信号生成
モジュールは、不連続制御信号および報告信号のうちの少なくとも１つの協調を用いてス
ケジューリングを提供するように構成されることができる。
【００３０】
　さらに、本発明の第３の態様によれば、上記協調を用いたスケジューリングは、ａ）ネ
ットワーク要素ならびにｂ）アップリンクスケジューリングおよび信号生成モジュールの
うちの少なくとも１つによって提供されることができる。
【００３１】
　さらに、本発明の第３の態様によれば、アップリンク制御チャネルはアップリンク個別
物理制御チャネルとすることができる。
【００３２】
　さらに、本発明の第３の態様によれば、不連続制御信号のスケジューリングは、さらな
る所定基準を用いてアップリンクデータチャネル上に送信されたデータのタイミングに依
存することができる。
【００３３】
　さらに、本発明の第３の態様によれば、ユーザ機器はワイヤレス通信として構成しても
よい。
【００３４】
　さらに、本発明の第３の態様によれば、アップリンク制御チャネル用の不連続制御信号
の前記スケジューリングは、所定基準を用いて報告信号のタイミングに依存することがで
きる。
【００３５】
　さらに、本発明の第３の態様によれば、報告信号のタイミングは、アップリンク制御チ
ャネル用の不連続制御信号のスケジューリングに依存することができる。
【００３６】
　さらに、本発明の第３の態様によれば、報告信号における報告情報は、チャネル品質表
示報告情報を備えることができる。
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【００３７】
　さらに、本発明の第３の態様によれば、スケジューリング中に、報告信号の報告周期が
、ダウンリンク不活性の予め選択された時間後予め選択された値だけ変化し、ダウンリン
ク活性開始後に、報告周期が、報告周期の最小値である初期値に変化することができる。
【００３８】
　さらに、本発明の第３の態様によれば、スケジューリング中に、報告信号の報告周期が
、ダウンリンク不活性の予め選択された時間後毎に予め選択された値だけ増大し、報告周
期は予め選択された最大値を超えることができない。
【００３９】
　さらに、本発明の第３の態様によれば、集積回路がアップリンクスケジューリングおよ
び信号生成モジュールと受信器／送信器／処理モジュールとを備えることができる。
【００４０】
　本発明の第４の態様によれば、ユーザ機器は、ダウンリンクチャネルに関する報告情報
を備える報告信号を生成しアップリンク制御チャネル用の不連続制御信号を生成する信号
生成手段であって、報告信号および不連続制御信号を、報告信号と不連続制御信号とのタ
イミング関係を所定基準を用いて協調させることによって、報告信号および不連続制御信
号をスケジューリングする信号生成手段と、報告情報および不連続制御信号をユーザ機器
によってネットワーク要素に送信するための受信および送信手段とを備える。
【００４１】
　さらに、本発明の第４の態様によれば、信号生成手段はスケジューリングを提供するよ
うに構成してもよい。
【００４２】
　本発明の第５の態様によれば、ネットワーク要素は、ダウンリンクデータ信号を生成す
るためのスケジューリングおよび信号生成モジュールと、ダウンリンクデータ信号をユー
ザ機器に提供するための送信器ブロックと、ダウンリンクデータ信号および不連続制御信
号を送信するダウンリンクチャネルに関する報告情報を備える報告信号を受信する受信器
ブロックと、を備え、報告信号および不連続制御信号を、報告信号と不連続制御信号との
タイミング関係を所定基準を用いて協調させることによって、スケジューリングする。
【００４３】
　さらに、本発明の第５の態様によれば、スケジューリングおよび生成モジュールは、ス
ケジューリングが、不連続制御信号および報告信号のうちの少なくとも１つの協調を用い
てスケジューリングが提供されるように構成してもよい。
【００４４】
　本発明の第６の態様によれば、通信システムは、ダウンリンクデータ信号を生成するネ
ットワーク要素と、ダウンリンクデータ信号を送信するダウンリンクチャネルに関する報
告情報を備える報告信号およびアップリンク制御チャネル用の不連続制御信号を生成する
ユーザ機器とを備え、報告信号および不連続制御信号を、報告信号および不連続制御信号
とのタイミング関係を所定基準を用いて協調させることによって、報告信号および不連続
制御信号をスケジューリングする。
【００４５】
　さらに、本発明の第６の態様によれば、アップリンク制御チャネル用の不連続制御信号
のスケジューリングは、所定基準を用いて報告信号のタイミングに依存することができる
。
【００４６】
　さらに、本発明の第６の態様によれば、報告信号のタイミングは、アップリンク制御チ
ャネル用の不連続制御信号のスケジューリングに依存することができる。
【００４７】
　さらに、本発明の第６の態様によれば、報告信号における報告情報は、チャネル品質表
示報告情報を備えることができる。
【００４８】
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　さらに、本発明の第６の態様によれば、上記協調を用いたスケジューリングは、ａ）ネ
ットワーク要素およびｂ）ユーザ機器のうちの少なくとも１つによって提供してもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４９】
　本願は、２００５年８月５日に出願された米国継続出願番号６０／７０５，８３０の優
先権を主張する。
【００５０】
　アップリンク（ＵＬ）制御チャネルたとえば個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）を、
ダウンリンクチャネルに関するＵＬ報告たとえば高速アップリンクパケットアクセス（Ｈ
ＳＤＰＡ）チャネル品質表示（ＣＱＩ）報告でゲーティング調整する新規な方法、システ
ム、装置およびソフトウェアプロダクトを提供して、通信たとえば無線通信のＨＳＵＰＡ
の容量を増大させる。言い換えると、本発明の種々の実施例によれば、ダウンリンクチャ
ネル上の報告情報（たとえばＣＱＩ報告）を備える報告信号およびアップリンク制御チャ
ネル（たとえばＤＰＣＣＨ）用の不連続制御信号（たとえばＤＰＣＣＨ信号）のスケジュ
ーリングを、報告信号と不連続制御信号とのタイミング関係を所定基準を用いて協調する
ことによって実行できる。
【００５１】
　本発明の実施例によれば、ＣＱＩ報告タイミングとゲートされたＵＬ制御チャネル送信
タイミング（あるいはＤＰＣＣＨ送信タイミング）とは互いに関係を得る。ＣＱＩ送信速
度はＨＳ－ＤＳＣＨ送信活動に関係付けられ、ＤＰＣＣＨ送信速度は予め定められた後述
のアルゴリズムを用いてＥ－ＤＣＨ送信活動に関係付けられる。
【００５２】
　このように、本発明の実施例によれば、ＵＬ制御チャネルたとえば個別物理制御チャネ
ル（ＤＰＣＣＨ）のスケジューリングは、所定の基準を用いてＣＱＩ報告の速度との協調
によって実行される。ＨＳ－ＤＳＣＨおよびＥ－ＤＣＨの両方が非活性の特別な場合、最
低ＣＱＩ報告速度が適用できるとき、ＣＱＩ報告およびＤＰＣＣＨ送信時間は同一と定義
できる。また、ＨＳ－ＤＳＣＨ（高速ダウンリンクシェアードチャネル）送信活動が存在
するとき、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ上のＣＱＩ報告（およびＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信）はより頻繁
になり、また、ＨＳ－ＤＰＣＣＨが送信されるときはいつもＤＰＣＣＨも送信しなければ
ならない。従って、送信速度がＣＱＩ報告およびゲーティングされたＤＰＣＣＨ送信に対
して同一である必要はない。
【００５３】
　このように、ＤＰＣＣＨ送信がゲーティングされれば、ＣＱＩ時間および速度はＤＰＣ
ＣＨ送信時間に関係する。そして、ゲーティング利得は最大となる。上述したように（３
ＧＰＰ　ＴＲ２５．８９９参照）、ＣＱＩ報告はＨＳ－ＤＳＣＨ送信活動に依存し、たと
えば、ＨＳ－ＤＳＣＨ送信が存在するときには、ＣＱＩ報告はより高い速度となり、ＨＳ
－ＤＳＣＨ送信が不活性のときにはＣＱＩ報告はより低い速度となる。それに加えて、周
期的なＣＱＩ報告は動的にでき、すなわち、ＣＱＩ報告の周期はより長いダウンリンクデ
ータ送信（たとえばＨＳ－ＤＳＣＨ）不活性のときには長くなる。より長い不活性の後の
追加ＣＱＩ報告の開始は、たとえ最近のＱＩ報告が利用できなくとも低ビット速度のＨＳ
－ＤＳＣＨ送信で制御できる。
【００５４】
　本発明の実施例によれば、ＤＰＣＣＨゲーティングパターンを適用できる。たとえば、
ＤＰＣＣＨゲーティング周期（あるいは一般的にゲーティング周期）を一定かつＣＱＩ報
告信号の最小周期に一致できる。あるいは、ＤＰＣＣＨゲーティング周期を一定かつＣＱ
Ｉ報告信号の最小周期に一致できるが、ＣＱＩ報告信号の直後（もしくは予め選択された
スロット数の後）のタイムスロットだけ除外することができる。
【００５５】
　本発明の実施例によれば、たとえばＥＭＣ（電磁環境再立性）問題により、ランダム化
が必要であるときには、動的ＣＱＩ周期はランダム化されたＵＬ送信パターンの許容ＣＱ
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Ｉ報告の平均、最小もしくは最大にできる。たとえ、最近のＣＱＩ報告が利用できなくと
も、長い不活性の後の追加ＣＱＩ報告の開始は、低ビット速度のＨＳ－ＤＳＣＨ送信で制
御できる。
【００５６】
　静的（一定速度）ＤＰＣＣＨゲーティングパターンを適用すると、Ｅ－ＤＣＨもしくは
ＨＳ－ＤＰＣＣＨ送信直後（もしくはｘスロットの後）ＤＰＣＣＨ送信は（少なくとも単
一セルの場合）無視されると定義できる。これは（非周期的な）ＡＣＫ／ＮＡＣＫがＨＳ
－ＤＰＣＣＨ上に送信されている場合に特にそうである。
【００５７】
　ＤＰＣＣＨ送信パターンおよびＣＱＩ送信パターンの協調、たとえばゲーティングパタ
ーン、タイミングを含むパターン（たとえばパターンのオフセットもしくは開始時間）お
よび可能であれば速度は、ＲＮＣ制御できる。ＲＮＣはＤＰＣＣＨ送信およびＣＱＩ送信
のための協調パターン（タイミングおよび速度）を定義きる。たとえばＤＰＣＣＨゲーテ
ィングが活性化されると、ＣＱＩ報告パターン（たとえばタイミングおよび／または速度
）は所望のＤＰＣＣＨゲーティングパターン（たとえばタイミングおよびまたは速度）に
従って再定義され、あるいはＤＰＣＣＨゲーティングパターン（たとえばタイミングおよ
び／または速度）は既存のＣＱＩ報告パターン（たとえばタイミングおよび／または速度
）に従って定義される。基本（初期）パターン（タイミングおよび／または速度）はたと
えば同一（重複ＤＰＣＣＨ送信およびＣＱＩ送信）で規定され、また、アップリンクある
いはダウンリンクにおける活動に依存する動的行動の規則は、たとえ速度が異なる活動に
依存しても、パターンが協調できるように規定される（たとえば、ＣＱＩ速度はＤＬデー
タ送信活動に依存でき、また、ＤＰＣＣＨ送信はＵＬデータ送信活動に依存できる）。ま
た、たとえば、ＤＰＣＣＨ送信がランダムとなり、ＣＱＩ送信が非ランダムのとき、ＤＰ
ＣＣＨパターンおよびＣＱＩパターンはできるだけ重複するように定義できる。
【００５８】
　あるいは、ＤＰＣＣＨおよびＣＱＩ送信（／ゲーティング）パターン（タイミング、可
能であれば速度も含むパターン）は、予め規定された規則に従ってＵＥにおいて自律的に
なすことができる。たとえば、ＣＱＩ送信は自律的に遅らせもしくは進ませ、最近接のＤ
ＰＣＣＨ送信と重複できる。これは遅れ（進み）がせいぜいｘミリ秒（／サブフレーム／
スロット）であれば、ＤＰＣＣＨゲーティングパターンに従ってもしくはＥＤＣＨ送信に
よってなされる。
【００５９】
　なお、アップリンク制御チャネルたとえばＤＰＣＣＨについての上述の実施例は、たと
えばチャネル評価および電力制御のために使用される（たとえばパイロットおよび／また
は電力制御情報を有する）ＵＬのＬ１制御チャネルに適用することができることに注意す
べきである。また、不連続制御信号のスケジューリングは、本発明の実施例により、ユー
ザ機器によってもしくはネットワーク要素によって実行することができることにも注意す
べきである。また、ここで述べる種々の実施例は、別個にもしくは組合せつまり特別の応
用のために組合せて用いることができることに注意すべきである。
【００６０】
　図１は本発明の実施例によるアップリンク（ＵＬ）個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ
）をＨＳＤＰＡ（高速アップリンクパケットアクセス）チャネル品質表示（ＣＱＩ）報告
でゲーティングする協調を例示するブロック図である。
【００６１】
　図１の例において、ユーザ機器１０はアップリンクスケジューリングおよび信号生成モ
ジュール１２と送信器／受信器／処理モジュール１４とを備える。ユーザ機器１０によっ
て実行されるＤＰＣＣＨに関係するステップは、モジュール１２によって協調でき、始ま
る。ユーザ機器１２は、ワイヤレス装置、携帯装置、移動通信装置、移動電話等である。
図１の例では、ネットワーク要素１６（たとえばノードＢもしくは無線ネットワークコン
トローラＲＮＣ）は送信器ブロック１８、スケジューリングおよび生成モジュール２０お
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よび受信器ブロック２２を備える。
【００６２】
　本発明の実施例によれば、ブロック１２（ブロック２０にも適用できる）はソフトウェ
ア、ハードウェアブロックもしくはこれらの組合せで実行できる。また、ブロック１２は
別個のブロックとして実行でき、また、ユーザ機器１０の他の標準ブロックと組合せるこ
ともでき、さらに、機能毎に複数のブロックに分離できる。送信器／受信器／処理ブロッ
ク１４は複数のやり方で実行でき、たとえば、送信器、受信器、ＣＰＵ（中央処理装置）
等を含むことができる。以下に詳述するように、モジュール１４はネットワーク要素１６
とのモジュール１２の効果的通信を提供する。ユーザ機器１０のすべてもしくは選択され
たモジュールは集積回路を用いて実現でき、また、ネットワーク要素１６のすべてまたは
選択されたブロックおよび／またはモジュールもまた集積回路を用いて実現できる。
【００６３】
　ダウンリンク（ＤＬ）データ信号３４ａ（たとえばＨＳ－ＤＳＣＨ）は、ネットワーク
１６の送信器ブロック１８によってユーザ機器１０の送信器／受信器／処理モジュール１
４に送信され、次いで、モジュールアップリンクスケジューリングおよび信号生成モジュ
ール１２に送られる（信号３ｂ）。本発明の実施例により、モジュール１２はデータ／報
告／制御信号３０を生成し、ネットワーク要素１６の受信器ブロック２２に送られる（信
号３２ａ、３２ｂ、３２ｃ）。具体的には、モジュール１２は、データ信号（たとえばＥ
ＤＣＨ信号３２ａ）、チャネル品質表示（ＣＱＩ）を含む報告信号（たとえばＨＳ－ＤＰ
ＣＣＨ信号３２ｂ）および／またはダウンリンクチャネル（たとえば受信データＨＳ－Ｄ
ＳＣＨ信号３６）の確認応答（ＡＣＫ）報告フィードバック情報を提供する。また、モジ
ュール１２は、たとえば所定の基準を用いてＨＳ－ＤＰＣＣＨ信号３２ｂに含まれた上記
ＣＱＩ報告情報と協調して（もしくはそのタイミングに依存して）ゲートされたアップリ
ンク（ＵＬ）個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）用のＤＰＣＣＨ信号をスケジュールす
る。あるいはオプションとして上記ＤＰＣＣＨ信号は、さらに別の所定の基準を用いてア
ップリンクデータチャネル上たとえば高度個別チャネル（ＥＤＣＨ信号３２ａ）上に送信
されたデータと協調して（もしくは依存して）ゲートされる。
【００６４】
　また、ネットワーク要素１６はダウンリンクデータＨＳ－ＤＳＣＨ信号３４をスケジュ
ーリングおよび提供するために受信されたＨＳ－ＤＰＣＣＨ信号３２ｂを（オプションと
して）使用することができる。また、図１は、本発明の実施例により、ＤＰＣＣＨ信号の
スケジューリングがネットワーク１６（たとえばブロック２０）によって実行される例を
さらに示す（参照信号３５、３５ａ、３５ｂ）。信号３５、３５ａ、３５ｂはオプション
である。
【００６５】
　なお、本発明の実施の形態の目的のために、ネットワーク要素１６は、ノードＢおよび
無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）の両方に帰属する特徴を備えることができるも
のと広く解釈できることに注意すべきである。具体的には、モジュール２０はＲＮＣに置
くことができ（次にＲＮＣからの信号はノードＢによってユーザ機器に送られる）または
ノードＢに置くことができ、他方、ブロック２２はノードＢに置くことができる。
【００６６】
　図２は本発明の実施例によるＤＰＣＣＨゲーティングパターンもしくは等価的な不連続
ＤＰＣＣＨ送信パターンを例示する図である。図２において、Ｅ－ＤＣＨ送信と同時のＨ
Ｓ－ＤＰＣＣＨ送信はオプションである。パケットシーケンス４０はＤＬ活動を示すＨＳ
－ＳＣＣＨ（ＨＳ－ＤＳＣＨ用の高速シェアード制御チャネル）を示す（ＨＳ－ＤＳＣＨ
信号については図示せず）。この例における粒度は２ｍｓ（＝３スロット）、つまり、１
つの矩形は２ｍｓのチャネル送信を示す。しかしながら、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ上のＣＱＩは
２スロットのみであり、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信は１スロットのみである。Ｅ－ＤＣＨ　Ｔ
ＴＩは２ｍｓ（図３～５）もしくは１０ｍｓ（１５連続スロット）のいずれにもできる。
さらに、ＨＳ－ＤＰＣＣＨは必ずしも他のアップリンクチャネルの送信に整合しているこ
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とを必要としない、つまり、ＨＳ－ＤＰＣＣＨスロット境界はＤＰ－ＣＣＨ、Ｅ－ＤＰＤ
ＣＨおよびＥ－ＤＰＣＣＨのスロット境界とは同一でない。このように、ＨＳ－ＤＰＣＣ
Ｈが送信されているときにＤＰＣＣＨが必ず送信されていることは他の規定を要求する。
つまり、いくつかのＤＰＣＣＨスロットはＨＳ－ＤＰＣＣＨスロットと共に常に送信され
る。たとえば、２つのＣＱＩスロットが通信されれば、ＤＰＣＣＨはＣＱＩスロットと重
複するすべて３つのスロットの間にＤＰＣＣＨが送信できる。
【００６７】
　パケットシーケンス４２および４４は、（たとえばＨＳ－ＤＰＣＣＨ上に送信されてい
る）ＣＱＩ報告情報を含むタイムスロット間の最小つまり初期値（たとえば１０ｍｓ）と
最大値（たとえば４０ｍｓ）を有する動的ＣＱＩ周期に対応する。ＣＱＩ報告情報におい
ては、ＣＱＩ報告周期はＤＬ不活性（パケットシーケンス４０から確認できる）の各２周
期（もしくは予め選択された数の周期）の後に２倍とされる（もしくは予め選択された値
に変化される）。たとえば、ダウンリンク送信不活性は持続するので、タイムスロット４
２ａとタイムスロット４２ｂ、タイムスロット４２ｂとタイムスロット４２ｃの信号間の
ＣＱＩ報告周期は２倍とされ、また、タイムスロット４２ｃとタイムスロット４２ｄの信
号間のＣＱＩ報告周期はさらに２倍とされる。パケットシーケンス４２においては、ＤＰ
ＣＣＨゲーティング周期は一定（１０ｍｓ）であり、ＤＰＣＣＨ信号４２ｅはタイムスロ
ット４２ａ、４２ｂ、４２ｃ、４２ｄ間にそれぞれ付加される。パケットシーケンス４４
においては、ＤＰＣＣＨ送信がＣＱＩ送信に正確に後続し、付加されるＤＰＣＣＨ信号は
ない。これはたとえばＤＰＣＣＨゲーティング周期がＣＱＩ報告周期より長いことによる
。
【００６８】
　パケットシーケンス４６および４８は、（たとえばＨＳ－ＤＰＣＣＨ上に送信されてい
る）ＣＱＩ報告情報を含むタイムスロット間の最小つまり初期値（たとえば１０ｍｓ）と
最大値（たとえば４０ｍｓ）を有する動的ＣＱＩ周期に対応する。ＣＱＩ報告情報におい
ては、ＣＱＩ報告周期はＤＬ不活性周期に（パケットシーケンス４０から確認できる）の
各２周期（もしくは予め選択された数の周期）の後に最小値（１０ｍｓ）から最大値（４
０ｍｓ）に切換えられる。たとえば、ダウンリンク送信不活性は持続するので、タイムス
ロット４６ａとタイムスロット４６ｂ、タイムスロット４６ｂとタイムスロット４６ｃの
信号間のＣＱＩ報告周期は、初期値１０ｍｓから最大値４０ｍｓに切り換わる。パケット
シーケンス４６においては、ＤＰＣＣＨゲーティング周期は一定（１０ｍｓ）であり、Ｄ
ＰＣＣＨ信号４６ｅはタイムスロット４６ａ、４６ｂ、４６ｃ、４６ｄ間にそれぞれ付加
される。パケットシーケンス４８においては、ＤＰＣＣＨ送信がＣＱＩ送信に正確に後続
し、付加されるＤＰＣＣＨ信号はない。これはたとえばＤＰＣＣＨゲーティング周期がＣ
ＱＩ報告周期より長いことに起因する。
【００６９】
　なお、本発明の実施例によれば、ネットワーク要素１６はユーザ機器１０によるＤＰＣ
ＣＨゲーティング周期を決定する規則を知る（もしくは知らされる）ことができ、これに
より、ネットワーク要素１６による連続ＤＴＸ（不連続送信）検出の必要性を部分的に除
くことができる。
【００７０】
　図３は本発明の実施例によるＤＰＣＣＨゲーティングパターンを例示する図である。再
び、Ｅ－ＤＣＨ送信と同時のＨＳ－ＤＰＣＣＨ送信はオプションである。パケットシーケ
ンス５０はＤＬ活性を示すＨＳ－ＳＣＣＨ（ＨＳ－ＤＳＣＨ用高速シェアード制御チャネ
ル）を示す（ＨＳ－ＤＳＣＨ信号については図示せず）。
【００７１】
　再び、パケットシーケンス５２および５４は、（たとえばＨＳ－ＤＰＣＣＨ上に送信さ
れている）ＣＱＩ報告情報を含むタイムスロット間の最小つまり初期値（たとえば１０ｍ
ｓ）と最大値（たとえば４０ｍｓ）を有する動的ＣＱＩ周期に対応する。ＣＱＩ報告情報
においては、ＣＱＩ報告周期はＤＬ不活性（パケットシーケンス５０から確認できる）の
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各２周期（もしくは予め選択された数の周期）の後に２倍とされる（もしくは予め選択さ
れた値に変化される）。パケットシーケンス５２はパケットシーケンス４２と同一であり
、ＤＰＣＣＨ信号５２ａ～５２ｅが付加されて一定のＤＰＣＣＨゲーティング周期を保持
する。同様に、ＤＰＣＣＨ信号の付加がパケットシーケンス４４と異なるパケットシーケ
ンス２５４において行われる。
【００７２】
　パケットシーケンス５６および５８は、（たとえばＨＳ－ＤＰＣＣＨ上に送信されてい
る）ＣＱＩ報告情報を含むタイムスロット間の最小つまり初期値（たとえば１０ｍｓ）と
最大値（たとえば４０ｍｓ）を有する動的ＣＱＩ周期に対応する。ＣＱＩ報告情報におい
ては、ＣＱＩ報告周期は、ＤＬ不活性周期に（パケットシーケンス５０から確認できる）
の各２周期（もしくは予め選択された数の周期）の後に最小値（１０ｍｓ）から最大値（
４０ｍｓ）に切り換えられる。再び、パケットシーケンス５６はパケットシーケンス４６
と同一であり、ＤＰＣＣＨ信号５６ａ～５６ｆが付加されて一定のＤＰＣＣＨゲーティン
グ周期を保持する。同様に、ＤＰＣＣＨ信号の付加がパケットシーケンス４８と異なるパ
ケットシーケンス５８において行われる。
【００７３】
　図４は本発明の実施例による特別の規則（以下に説明する）ＤＰＣＣＨゲーティングパ
ターンを例示する図である。再び、Ｅ－ＤＣＨ送信と同時のＨＳ－ＤＰＣＣＨ送信はオプ
ションである。パケットシーケンス６０はＤＬ活性を示すＨＳ－ＳＣＣＨ（ＨＳ－ＤＳＣ
Ｈ用高速シェアード制御チャネル）を示す（ＨＳ－ＤＳＣＨ信号は図示せず）。
【００７４】
　パケットシーケンス６４および６８はパケットシーケンス５４および５８（図３）それ
ぞれと同一である。パケットシーケンス６２および５２の差およびパケットシーケンス６
６および５６の差は特別の規則に起因するものである。つまり、ＤＰＣＣＨ信号はＣＱＩ
報告情報および／もしくはＨＳ－ＤＳＣＨ送信もしくはＥ－ＤＣＨ送信の確証（ＡＣＫ／
ＮＡＣＫ）を含む報告信号（ＨＳ－ＤＰＣＣＨ）の直後（もしくは予め選択された数のタ
イムスロットの後）のタイムスロットにおいて排除されている。図４に示すように、Ｅ－
ＤＣＨ信号を含むタイムスロット６２ａの後のタイムスロット６２ｂはＤＰＣＣＨ信号を
含まない。
【００７５】
　図５は本発明の実施例によるＨＳＤＰＡ（高速アップリンクパケットアクセス）チャネ
ル品質表示（ＣＱＩ）報告でのアップリンク（ＵＬ）個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ
）ゲーティングの協調を示すフローチャートである。
【００７６】
　図５のフローチャートは１つの可能性があるシナリオを示すのみである。図５における
ステップの順序は絶対的に要求されるのではなく、一般的に、種々のステップは順序通り
でなく実行されてもよい。本発明の実施例による方法において、第１のステップ７０にお
いて、ユーザ機器１０は、ネットワーク要素（ノードＢもしくはＲＮＣ）１６からデータ
信号（たとえば、ＨＳ－ＤＳＣＨ信号３４ａ）を受信する。次のステップ７２において、
ユーザ機器１０は、ダウンリンクチャネルに関するチャネル品質表示（ＣＱＩ）報告情報
を含む報告信号（たとえばＨＳ－ＤＰＣＣＨ信号３２ｂ）および／または確証およびＵＬ
データ信号（たとえばＥ－ＤＣＨ信号３２ａ）をネットワーク要素１６の受信器ブロック
２２に生成する。次のステップ７４において、ユーザ機器１０は、（たとえば、アップリ
ンクスケジューリングおよび信号生成モジュール１２を用いて）所定の基準を用いてＣＱ
Ｉ報告信号（もしくは一般にＨＳ－ＤＰＣＣＨ送信と協調することによって）を協調する
ことで制御信号（たとえばＤＰＣＣＨ信号）をスケジューリングし、オプションとして、
さらに所定の基準を用いてデータ信号（Ｅ－ＤＣＨ）の速度もしくは送信と協調すること
によってスケジューリングする。最後にステップ７６において、ユーザ機器１０は、制御
信号（たとえばＤＰＣＣＨ信号３２ｃ）をネットワーク要素１６へ送信する。
【００７７】
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　ＤＰＣＣＨの送信はＣＱＩもしくはＡＣＫ／ＮＡＣＫまたは両方を含むＨＳ－ＤＰＣＣ
Ｈの送信と協調すべきである。特に、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ（たとえばこの場合ＣＱＩ）およ
びＤＰＣＣＨは周期的に送信されれば、これらの送信は協調すべきであり、つまり、ＨＳ
－ＤＰＣＣＨ（ＤＰＣＣＨと共に）はとにかくその瞬間より少し前もしくは少し後に送信
されるのであれば、不必要にＤＰＣＣＨを送信すべきでない。このように、たとえば、Ｈ
Ｓ－ＤＰＣＣＨ（ＣＱＩ）およびＤＰＣＣＨゲーティングが１０ｍｓの周期を有していれ
ば、ＤＰＣＣＨはＨＳ－ＤＰＣＣＨと共にのみ送信すべきである。これはＵＥの観点から
明らかであるように見えるが、ノードＢの観点から、特に、ＳＨＯ（ソフトハンドオーバ
）においては明らかでない。ＨＳＤＰＡセルの収容はＨＳ－ＤＰＣＣＨ（ＣＱＩ）を受信
するのに対し、ＤＰＣＣＨは活性化されたＳＨＯにおけるすべてのノードＢによって受信
されるべきである。このように、ＤＰＣＣＨの送信タイミングは、好ましくはすべてのノ
ードＢによって知られるべきであり、ＨＳ－ＤＰＣＣＨ送信と協調すべきである。
【００７８】
　上述したように、本発明は方法およびこの方法のステップを実行するための機能を提供
する種々のモジュールよりなる機器を提供する。これらのモジュールはハードウェアによ
って実現でき、または、コンピュータプロセッサによって実行されるソフトウェアもしく
はファームウェアとしても実現できる。特に、ファームウェアあるいはソフトウェアの場
合、本発明はコンピュータプロセッサによって実行されるコンピュータプログラムコード
（たとえばソフトウェアもしくはファームウェア）を具体化するコンピュータ読込可能記
憶構造を含むコンピュータプログラムプロダクトとして提供できる。
【００７９】
　上述の構成は本発明の原理の適用を例示するのみであると理解すべきである。数多くの
変更および代替が本発明の特許請求の範囲の逸脱することなく当業者によって可能であり
、特許請求の範囲はこのような変更および代替構成をカバーすることを意図している。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明の実施例によるアップリンク（ＵＬ）個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ
）をＨＳＤＰＡ（高速アップリンクパケットアクセス）チャネル品質表示（ＣＱＩ）報告
でゲーティングする協調を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施例によるＤＰＣＣＨゲーティングパターンを例示する図である。
【図３】本発明の実施例によるＤＰＣＣＨゲーティングパターンをさらに例示する図であ
る。
【図４】本発明の実施例による特別の規則ＤＰＣＣＨゲーティングパターンをさらに例示
する図である。
【図５】本発明の実施例による、ＨＳＤＰＡ（高速アップリンクパケットアクセス）チャ
ネル品質表示（ＣＱＩ）報告でのアップリンク（ＵＬ）個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣ
Ｈ）ゲーティングの協調を示すフローチャートである。
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